
○大和市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則 

平成１９年８月２４日規則第６３号 

改正 

平成２７年３月３１日規則第３４号 

平成２９年３月３０日規則第２９号 

令和６年３月４日規則第７号 

大和市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則 

大和市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行

細則（平成１５年大和市規則第３３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。

以下「法」という。）の施行については、法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号。以下「省令」という。）

その他法令に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 

（計画の変更） 

第２条 法第１８条第１項の規定による計画の変更の認定（以下「変更認定」という。）を受

けようとする者は、変更認定申請書に、当該変更の部分に係る変更前及び変更後の省令第８

条に規定する図書を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、変更認定をしたときは、変更認定通知書により申請者に通知するものとする。 

（特別特定建築物に関する報告） 

第３条 法第１４条第１項の政令で定める規模以上の特別特定建築物の建築（用途の変更をし

て特別特定建築物にすることを含む。）若しくは維持保全をする建築主等において、法第５

３条第３項の規定により報告を求められた者は、特別特定建築物に関する報告書に別に定め

る書類及び図面を添付して市長に報告しなければならない。 

（特定建築物に関する報告） 

第４条 法第３５条第１項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等が、法第５３

条第３項の規定により報告を求められた場合は、特定建築物に関する報告書に別に定める書

類及び図面を添付して市長に報告しなければならない。 

（認定特定建築物に関する報告） 

第５条 法第５３条第４項の規定により報告を求められた認定建築主等は、認定を受けた建築

物（以下「認定特定建築物」という。）に関する報告書に別に定める書類及び図面を添付し

て市長に報告しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第６条 認定の申請をした者は、市長が当該申請の認定を行う前に当該申請を取り下げようと

するときは、取下届により市長に届け出るものとする。 

（認定建築物の事業の取りやめ） 

第７条 認定建築主等は、認定特定建築物の事業を取りやめたときは、取りやめ届に省令第１

０条第２項に規定する通知書（変更の認定を受けた者にあっては、省令第１０条第２項に規

定する認定通知書及び第２条第２項の変更認定通知書）（次条において「認定を証する書

類」という。）を添えて市長に届け出るものとする。 

（名義変更） 



第８条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事完了前に申請者を変更しようとするときは、

名義変更届に認定を証する書類を添えて市長に届け出るものとする。 

（計画の軽微な変更） 

第９条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事完了前に省令第１１条に規定する軽微な変更

をしようとするときは、軽微な変更届に認定を証する書類を添えて市長に届け出るものとす

る。 

（工事完了報告） 

第１０条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは速やかに工事完了報告書

により市長に報告するものとする。 

（既存の特定建築物の特例） 

第１１条 法第２３条第１項の規定による認定を受けようとする者は、既存特定建築物の特例

認定申請書に、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項の表

１（い）の項、（ろ）の項及び（は）の項に掲げる図書（同表（い）の項に掲げるし尿浄化

槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。）並びに同条第８項の表の昇降機の項に掲げる図書

を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、既存特定建築物の特例認定通

知書により当該申請者に通知するものとする。 

（建築確認申請書の提出部数等） 

第１２条 認定建築主等が法第１７条第４項の規定により提出する建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第１項に規定する確認の申請書の部数は、正本１部及び副本２部とし、

省令第８条に規定する申請書の写しを正本に添付するものとする。 

２ 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を正

本に添付するものとする。 

(１) 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条第５項の構造計算適合性判定を要する建築

物に該当する場合 同法第６条の３第７項又は第１８条第１１項の適合判定通知書の写し 

(２) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１

１条第１項又は第１２条第２項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物に

該当する場合 同法第１１条第６項又は第１２条第７項の適合性判定通知書の写し 

（様式） 

第１３条 この細則の規定により使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されている変更認定に係る申請書及び法第２３条第１項の規

定による認定に係る申請書は、この規則の相当規定により提出された申請書とみなす。 

別表 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 変更認定申請書 第２条 



第２号様式 変更認定通知書 第２条 

第３号様式 特別特定建築物に関する報告書 第３条 

第４号様式 特定建築物に関する報告書 第４条 

第５号様式 認定特定建築物に関する報告書 第５条 

第６号様式 取下届 第６条 

第７号様式 取りやめ届 第７条 

第８号様式 名義変更届 第８条 

第９号様式 軽微な変更届 第９条 

第10号様式 工事完了報告書 第10条 

第11号様式 既存特定建築物の特例認定申請書 第11条 

第12号様式 既存特定建築物の特例認定通知書 第11条 

 


